
議 案 提 出 に つ い て

議案 ｢雇用 ･能力開発機構 のあ り方 に関す る意見書｣ を次の とお り会議規則第 13条 の規

定によ り提出 しますO

平成 20年 12月 19日

金沢市議会議長 中 西 利 雄 ･様

提 出 者

金沢市議会議 員 

// 
// 

//

肌

議会議案第 7号

雇用 ･能力開発機構 のあ り方 に関す る意見書

政府 において､独 立行政法人 ｢雇用 ･能 力開発機構｣の業務 について､廃止､または地

方 ･民間 ･他法人-の移管 を進め､同法人 を解体す る方向で協議 が進 め られてい るO

しか しなが ら､雇用対策法 は､雇用形態 の改善に向け､職業訓練や職業能力検定 に関す

る施策 を充実 させ ることは国の責務であると明確 に規定 してい る｡ 景気 の後退 による現在

の厳 しい雇用情勢 を考慮す る と､労働者 の職業訓練 ･能力開発 にお ける国の責務 は増大 し

てお り､中小企業団体か らもその支援 の必 要性 が強調 されている｡

よって､国におかれては､機構 の今後 のあ り方 な どについて､下記の事項 を十分配慮 さ

れ るよ う強 く要望す るO

記 

1 職業訓練 ･能力 開発 にお ける国の責任 ･役割 を維持 し､非正規雇用や中小零細企業で

働 く労働者 な ど､訓練機会 に恵まれ ない人 に対す る施策 を充実 させ ること0 

2 職業訓練能力 の民間 ･地方移管は､職 業訓練 ･能力 開発機構 の水準低下や都道府 県の

財政力の違いを背景に した訓練格差 も懸念 されていることか ら､雇用 ･能力 開発機構 の

あ り方 については､拙速 な結論づけを避 け､利用者及び関係機 関の意見を踏 まえつつ､

慎重に対応す ること｡

ここに､地方 自治法第 99条の規定に よ り意見書 を提 出す る｡
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